
平成26年度第１回富里市国民健康保険運営協議会会議録（要点筆記） 

 

招集年月日 平成２６年５月１５日 

招集の場所 富里中央公民館２階 研修室（小） 

開会・閉会 

の  時  間 

開会  平成２６年５月１５日 １４時 

閉会  平成２６年５月１５日  １４時２３分 

分 

◎会長 

○会長職務代理 

氏    名 出欠等の別 届出の有無 

◎池田  明 ○  

○大塚 良一 ○  

  林田 美惠子 ○  

 綿貫 文雄 ○  

 大竹 俊子 ○  

 田中 章三 ○  

 我妻 道生 ○  

 内田 啓二 欠 有 

 麻野 邦子 ○  

会議録署名委員 池田 明 

説明のため出席 

した者の職氏名 

国保年金課長     栗原 智彦 

国保年金課主査   岩舘 進 

国保年金課主査   秋葉 忍 

 

 

職務のため出席 

した者の職氏名 

健康福祉部長   中川 光男 

国保年金課主査補 寺沢 宏明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議に附した事件 別紙のとおり 

会議の経過 別紙のとおり 



平成２６年度第１回富里市国民健康保険運営協議会会議次第 

 

日 時 平成２６年５月１５日（木） 

午後２時００分～ 

場 所 富里中央公民館２階 研修室

（小） 

 

１ 開 会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 議題 

 

専決処分(富里市国民健康保険税条例の一部改正)の承認 

を求めることについて 

   

   採決 全員賛成 

 

４ その他 

 

   次回会議予定 

   事務局（案） 平成２６年８月７日（木）午後 

   ※開催する場合は事前に通知します。 

 

６ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○委員の意見 ⇒ 市の説明 

 

議題 

専決処分（富里市国民健康保険税条例の一部改正）の承認を求めることについて 

 

⇒ 地方税法の一部を改正する法律が平成２６年３月３１日（同年４月１日から施行）に

公布され,富里市国民健康保険税条例において国民健康保険の軽減措置などの所要の改正

を行ったものでございます。 

 

条例第２４条第２号中「（当該納税義務者を除く。）」を削り，同条第３号中「３５

万円」を「４５万円」に改めるものとするものです。 

 

被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について，５割軽減の

基準については２４万５千円を乗ずる被保険者数に世帯主を含めるとともに，２割軽減

の基準については被保険者数に乗ずる金額を３５万円から４５万円に改める。 

※７割軽減については変更なし 

 

今回の改正は，５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改めることに

より，現在，所得の伸びが見込めない状況の中で低所得者といった方々への税負担を軽

減する目的で，被保険者には有利な改正ですので，ご理解をいただきたいと思います。 

 

質疑・・・ないという声あり。（特に意見なし） 

（採決 挙手全員） 

 

⇒ 市長が専決処分いたしましたので，次の議会，つまり６月議会に先決処分の承認を取

るための議案を提出し，事務的手続きを今後進めて参ります。 

 

 

次回会議日程 

８月７日（木）午後開催予定 


